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１ これまでの郵政民営化に対する評価 

ＪＡバンク・ＪＦマリンバンクはかねてより、郵政民営化の本来の目的は、国

際的に類を見ない規模に肥大化した郵貯事業を段階的に縮小し、将来的な国民

負担の発生懸念を減ずるとともに、民間市場への資金還流を通じて、国民経済の

健全な発展を促すことに他ならないと主張してまいりました。 

また、その過程においては、郵政民営化法の基本理念に掲げられているとおり、

郵政民営化が地域社会の健全な発展および市場に与える影響に配慮しつつ、同

種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じること

が不可欠であると申しあげてきました。 

 

（１）ゆうちょ銀行株式の売却 

ゆうちょ銀行を含む金融２社の株式については、2012 年の郵政民営化法改

正時の附帯決議において、日本郵政が保有する金融２社の株式のできる限り早

期の全株処分に向けて、日本郵政に具体的な説明責任を果たすよう努めること

が求められていますが、民間金融機関との間での公正な競争条件の確保の方法

を含め、その道筋は依然として示されていないものと認識しています。 

かかる中、日本郵政グループの中期経営計画「JPビジョン 2025」において、

「JP ビジョン 2025 期間中のできる限り早期に保有割合 50％以下とする」方

針が示され、2023 年３月には株式売却により、日本郵政のゆうちょ銀行株式

保有割合は概ね 60％程度まで低下しています。 

他方、50％以下となった以降については、グループの一体性確保等を勘案し

ながら「資本関係に依らない郵政グループを構築する」とされていますが、適

正な競争環境の確保のためには、日本郵政グループ各社が、各々持続的なビジ

ネスモデルを構築し、相互に独立している、もしくは透明性の高いグループ内

取引関係にもとづくビジネス環境であることが重要であると認識しています。 

 

（２）ゆうちょ銀行の貯金預入限度額の引上げ 

2018年 12月に公表された「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証

に関する郵政民営化委員会の意見」(以下「委員会意見」という。)では、それ



までの預入限度額規制を緩和する方針が示され、2019 年４月にはゆうちょ銀

行の通常貯金と定期性貯金の預入限度額がそれぞれ 1,300 万円に引き上げら

れました。 

 

他方、「委員会意見」では、日本郵政グループおよび政府に対して、①貯金

獲得に係るインセンティブを他の評価項目への振替等により撤廃すること、②

将来の見直しについては、グループのバランスシートの抑制と戦略的活用を含

めた日本郵政のビジネスモデルを再構築し、日本郵政が保有するゆうちょ銀行

株式を３分の２未満となるまで売却することを条件に、通常貯金の限度額につ

いて検討すること、が示されました。 

これらの条件のうち、①のインセンティブ撤廃と、②のうちのゆうちょ銀行

株式の売却が実施されたことは評価いたしますが、②のうちのビジネスモデル

の再構築に関しては、ゆうちょ銀行の各種リスク管理体制の整備状況も含めて、

十分な検証・評価の結果は示されておらず、限度額の検討を行う環境は整って

いないと認識しています。 

 

（３）ゆうちょ銀行による新規業務への参入 

2022年３月、ゆうちょ銀行の投資一任契約の締結の媒介業務への参入につい

て郵政民営化法の規定にもとづく認可が行われました。 

貴委員会は、2022年２月に公表した「株式会社ゆうちょ銀行の新規業務（投

資一任契約の締結の媒介業務）に関する郵政民営化委員会の意見」において、

業務を実施する場合の留意事項として、ゆうちょ銀行による的確かつ円滑な業

務処理を可能とする態勢の確保や、業務運営に関し、新規業務開始後も含め、

貴委員会および関係当局による継続的なモニタリング等が必要である旨を指

摘しています。 

ゆうちょ銀行による投資一任契約の締結の媒介業務については、2022年５月

から「ゆうちょファンドラップ」としてサービス提供が開始されており、貴委

員会および関係当局によるモニタリング等も継続的に行われ、必要に応じて是

正措置等がとられるものと認識しています。 

 

２ 今後の郵政民営化への期待 

郵政民営化法では、その基本理念において、「多様で良質なサービスの提供を

通じた国民の利便の向上」とともに、「地域社会の健全な発展及び市場に与える

影響に配慮しつつ」、「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保する

ための措置を講じ」ることが掲げられており、この理念を踏まえた郵政民営化の

審議・検討が不可欠であると認識しています。 

 

（１）日本郵政による金融２社の株式売却 



「JPビジョン 2025」では、金融２社株式の保有割合を 50％以下とした後

も、金融２社株式処分について検討を進めるとしています。2012年の郵政民

営化法改正時の附帯決議で求められました、ゆうちょ銀行を含む金融２社の

全株式売却に向けての具体的な説明責任を日本郵政が果たすことを求めま

す。 

その中には、日本郵政グループ各社の持続的なビジネスモデルの構築や、

日本郵政グループ内における取引関係の透明性確保にかかる説明を含むこと

を期待いたします。 

 

（２）ゆうちょ銀行の預入限度額の見直し 

ゆうちょ銀行の預入限度額について、将来、仮に、さらなる見直しを議論

する場合は、まず「委員会意見」において日本郵政グループおよび政府に対

して求められている「グループのバランスシートの抑制と戦略的活用を含め

た日本郵政のビジネスモデルの再構築」について、貴委員会および関係当局

において検証と評価を行い、これが実現していることが前提となると考えら

れます。 

また、2023年３月に、米国において発生した地銀破綻は、デジタル時代に

おける流動性リスクや、金利変動リスクが顕在化した事例であると認識して

います。 

預入限度額を見直すことは、意図せざる資金シフト等が生じた場合に地域

の金融システムへ多大な悪影響が生じることへの恐れ、預入限度額の引上げ

がゆうちょ銀行の更なる規模拡大に繋がった場合の将来的な国民負担の発生

懸念等といった、これまでＪＡバンク・ＪＦマリンバンクが述べてきた懸念

を増加させるものであり、貴委員会において、上述のような事例が実際に発

生したことも踏まえたうえで、十分な検証が行われるべきであると認識して

います。 

 

 

（３）ゆうちょ銀行による新規業務参入 

ゆうちょ銀行が新規業務に参入するに当たっては、まずは完全民営化への

道筋が具体的に示され、その確実な実行が担保されることが最低限必要であ

り、そのうえで、個別業務ごとの新規参入の是非については、利用者利便の

向上、適正な競争関係の確保の観点を踏まえ、金融機関のサービス向上に資

するか否かを総合的に検討し、その可否が判断されるべきであると考えてお

ります。また、その前提として、ゆうちょ銀行において、新規業務のみなら

ず、既存業務も含めて顧客本位の業務運営が徹底されるための十分な体制整

備がされるとともに、貴委員会および関係当局において継続的にモニタリン

グを行っていくことが必要であると考えております。 



さらに、日本郵政によるゆうちょ銀行株式の保有割合が 50％を下回った場

合には、新規業務規制が認可制から届出制に移行することとなるが、この場

合であっても、郵政民営化法において「他の金融機関等との間の適正な競争

関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮し

なければならない」とされていることを踏まえ、これらを検証するためのモ

ニタリング、およびその結果を踏まえた必要な是正措置の実施は、当然、継

続すべきであると認識しております。 

 

（４）結語 

デジタル化の推進や、脱炭素への取り組み、人口減少に伴う人手不足への対

応など、我が国の社会的課題は多岐にわたります。こうした課題解決に向けて、

ゆうちょ銀行と民間金融機関の連携・協働を推進していくためには、お互いの

強みを生かした相互補完関係を一層強化することが重要であると認識してい

ます。 

特に、ＪＡバンク・ＪＦマリンバンクは日本全国の農山漁村に広く店舗を展

開しており、農業者や漁業者等への金融サービスの提供を通じて、わが国の農

林水産業や地域社会・経済を支えております。このため、全国ネットワークを

通じて各地域で幅広いサービスを提供している郵便局とは、農林水産業の成長

産業化や地域社会の維持・発展に向け、連携・協調できる部分が存在すると考

えております。  

こうした連携・協調が実を結ぶには、ゆうちょ銀行とわたくしども民間金融

機関が公正な競争条件の下で共存し、安定した地域の金融システムを維持する

ことを通じて、地方経済・地域社会を発展させていくことが重要と認識してお

ります。 

郵政民営化の推進に当たっては、貴委員会および関係当局において長期的な

国益を十分に踏まえた深度ある審議・検討が行われ、郵政民営化が本来の目的

や理念に沿って進められることを希望いたします。 

 

以  上 


